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【年通号数】公開・登録公報2018-046
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月23日(2020.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発振子を発振させる第１の発振回路と、
　第２の発振回路と、
　前記第１の発振回路の出力信号に基づくクロック信号を出力するクロック信号出力回路
と、
　前記クロック信号出力回路の出力制御を行う出力制御回路と、
　を含み、
　前記出力制御回路は、
　前記第２の発振回路の出力信号に基づいてカウント処理を行うカウンター部を有し、
　前記カウンター部は、
　前記カウント処理の結果に基づいて、前記クロック信号出力回路に対して前記クロック
信号の出力イネーブル信号を出力することを特徴とする回路装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の回路装置において、
　前記出力制御回路は、
　前記カウンター部のカウントイネーブル信号を生成するカウントイネーブル信号生成回
路を有し、
　前記カウンター部は、
　前記カウントイネーブル信号がアクティブになったときに前記カウント処理を開始する
ことを特徴とする回路装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の回路装置において、
　前記第２の発振回路は、
　前記カウントイネーブル信号がアクティブになったときに発振動作を開始し、その後、
前記出力イネーブル信号がアクティブになったときに前記発振動作を停止することを特徴
とする回路装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の回路装置において、
　前記カウントイネーブル信号生成回路は、
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　前記第１の発振回路の前記出力信号に基づいて前記カウントイネーブル信号を生成する
ことを特徴とする回路装置。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか一項に記載の回路装置において、
　前記カウンター部は、
　前記カウント処理におけるカウント値が所与の設定値に達したときに、前記出力イネー
ブル信号をアクティブにすることを特徴とする回路装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の回路装置において、
　前記第２の発振回路は、ＣＲ発振回路であることを特徴とする回路装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の回路装置において、
　前記第２の発振回路の発振周波数は、前記第１の発振回路の発振周波数より低いことを
特徴とする回路装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の回路装置において、
　デューティー補正モードに設定されたときは、前記出力制御回路は、前記カウント処理
の結果に基づく前記出力イネーブル信号を前記クロック信号出力回路に出力し、
　デューティー補正モードに設定されていないときは、前記出力制御回路は、前記出力イ
ネーブル信号をアクティブレベルに固定することを特徴とする回路装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の回路装置において、
　電源電圧が印加されてから前記第１の発振回路の発振周波数が許容周波数偏差内になる
までの期間をＴ１とし、前記電源電圧が印加されてから前記出力イネーブル信号がアクテ
ィブになるまでの期間をＴ２としたときに、Ｔ２＜Ｔ１であることを特徴とする回路装置
。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の回路装置において、
　前記カウンター部は、
　前記第２の発振回路の前記出力信号に基づいてカウント動作を行うカウンターと、
　リセット信号がアクティブであるときに、前記出力イネーブル信号を非アクティブにし
、前記リセット信号が非アクティブになった後に前記カウンターの出力信号がアクティブ
になったときに、前記出力イネーブル信号をアクティブにする出力回路と、
　を有することを特徴とする回路装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の回路装置と、
　前記発振子と、
　を含むことを特徴とする発振器。
【請求項１２】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の回路装置を含むことを特徴とする電子機器。
【請求項１３】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の回路装置を含むことを特徴とする移動体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３９】
　温度補償部１５０は、温度センサー４０からの温度検出信号ＶＴ（温度検出電圧）に基
づいて、第１の発振回路１０の発振周波数の温度補償を実現するための温度補償用電圧Ｖ
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ＣＯＭＰを発生して、その温度補償用電圧ＶＣＯＭＰを第１の発振回路１０に出力する。
例えば発振子ＸＴＡＬが有する発振周波数の温度特性をテスト装置で測定し、その温度特
性をキャンセルする（温度特性による発振周波数の変動を抑制する）３次又は５次の多項
式（近似式）を求める。そして、その多項式の係数を記憶部１４０に書き込んでおく。温
度補償部１５０が温度補償を行う際には、制御回路１３０が多項式の係数を記憶部１４０
から読み出して温度補償部１５０に出力し、その係数に基づいて温度補償部１５０が、発
振周波数の温度特性をキャンセルする（温度特性による発振周波数の変動を抑制する）温
度補償用電圧ＶＣＯＭＰを発生させる。例えば、３次の多項式を例にとると、温度補償部
１５０は、１次の成分を発生させる１次成分発生回路と、３次の成分を発生させる３次成
分発生回路と、１次成分発生回路の出力を増幅する１次成分増幅回路と、３次成分発生回
路の出力を増幅する３次成分増幅回路と、１次、３次成分増幅回路の出力を加算して温度
補償用電圧ＶＣＯＭＰを出力する加算回路と、を含む。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４３】
　処理部１６０は、種々のデジタル信号処理を行って周波数制御データＤＤＳを生成し、
その周波数制御データＤＤＳを発振信号生成回路１７０に出力する。例えば処理部１６０
は、温度補償部１６２を含む。温度補償部１６２は、温度検出データＤＶＴに基づいて温
度補償処理を行い、発振子ＸＴＡＬが有する発振周波数の温度特性をキャンセルする（温
度特性による発振周波数の変動を抑制する）周波数制御データＤＤＳを生成する。温度補
償処理では、発振周波数の温度特性をキャンセルする（温度特性による発振周波数の変動
を抑制する）３次又は５次の多項式に基づいて周波数制御データＤＤＳを演算している。
この多項式の係数は、図１７と同様にして製造時等に記憶部１４０に書き込まれる。
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